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日    時 

 

場    所 

 

委員定数 

 

出席委員 

 

 

欠席委員 

 

会議に出席した 

公務員の職氏名 

 

 

 

 

傍聴人 

 

日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の概要 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

 

 

平成29年四国中央市教育委員会第６回定例会会議録 

 

平成29年６月28日（水） 午後２時30分～ 

 

四国中央市本庁５階第１委員会室 

 

５名 

 

教育長 伊藤 茂 、委員 篠原 祥子 、委員 近藤達之介 、 

委員 鈴木 千明 、委員 東 誠 

 

なし 

 

管理部長 石川 寿一 、 指導部長 眞鍋 葵 、 

教育総務課長 田辺  敏文 、学校教育課長 品川  弘樹 、 

生涯学習課長 篠原 正二 、文化振興課長 合田 路彦 、 

教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、教育総務課 大西 祐実 、 

教育総務課 戸田 浩史 

 

１名(報道関係者) 

 

 日程第１  開会宣言 

日程第２ 教育長挨拶 

日程第３ 平成29年第５回定例会会議録の承認 

日程第４ 平成29年第６回定例会会議録署名人の指名 

日程第５ 諸般の報告 

  教育長より諸般の報告 

  各課長より事務報告 

日程第６ 議事 

議案第16号 公民館長の任命について 

議案第17号 公民館運営審議会委員の委嘱について   

議案第18号 四国中央市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議案第19号 四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱につ 

いて 

議案第20号 四国中央市社会教育委員の委嘱について 

    議案第21号 四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱について 

日程第７ その他 

第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について 

平成29年度一般会計６月補正予算について 

三角寺奥之院遍路道の史跡指定について 

日程第８ 閉会宣言  

 

開会 

午後２時30分 定刻になったので、平成29年第６回定例会を開会する。 

 なお、教育委員全員の出席を得られているので、本定例会の成立を確認す

る。報道関係の傍聴者に、写真撮影は最初の５分間のみ許可する旨伝える。 

開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近藤委員 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

 

教育長 

 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

教育長 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

教育長挨拶 

教育委員各位におかれては、５月からの学校訪問お忙しい中、大変お世話

になった。学校訪問も残すところ２校となったが、皆様からいただいたご意

見を基に今後の学校経営や児童生徒の指導、授業の改善等の教育活動に活か

したいと思うので引き続きよろしくお願いする。 

５月31日に県庁にて平成29年度市町教育委員会教育長会議が開催された。

その中でコミュニティ・スクール、部活動について取り上げられた。コミュ

ニティ・スクールについては、これまで任意の設置ということであったが、

制度の一部が改正され努力義務化となった。県下においては、鬼北町が既に

実践されている。新居浜市においても今年度から３校で実践されており、今

後３年間を目途に全市の小・中学校で導入予定とのことである。県下の他市

町については、学校評議委員や学校関係の評価委員会等、今ある制度の中で

十分機能しているので、学校経営の関わり等については慎重な意見が出てい

た。故に県下大半の市町でのコミュニティ・スクール実践については、これ

からになろうかと思う。部活動関係については、専門的な指導者の人材確保

が大きな検討課題とされていた。本市においても部活動関係に限らず教職員

の超過勤務は課題である。現在、教職員の負担の軽減に取り組んではいるも

のの根本的な解決に至っていない。その改善策の一つとし、帳票類等、事務

作業の電子化を図るため校務支援システムの導入を検討しており、県下の先

進地事例等も調査・研究を行っているところである。 

学校訪問において色々と学校の様子をお聞きする中で、これまで行われて

きたことや続けてきたことを根本的に見直す必要があるのではないかと考え

ている。この件に関しては、６月の校長会でもお話させていただいた。教育

委員各位におかれても忌憚のないご意見をいただきたい。それに基づき課題

検討を進めて行きたいと思う。 

話の最後となったが、この度、近藤達之介委員が退任されることとなる。

これまで経営者として前向きな姿勢、情熱、高い見識、豊富な知識により

様々な場面でご指導、ご助言をいただいた。感謝申し上げる。今後も教育委

員の職を離れても変わらぬご指導、ご鞭撻を賜るようお願い申し上げる。 

 

～ 近藤委員退任のご挨拶 ～ 

 

これよりの議事進行については、教育長にお願いする。 

 

会議録承認 

会議録の承認について諮る。平成29年第５回定例会会議録案について、事

務局より説明を求める。 

 

平成29年第５回定例会会議録案の概要を説明する。 

 

平成29年第５回定例会会議録案の承認について諮る。 

 

承認する旨答える。 

 

承認の旨確認し、平成29年第５回定例会会議録の原案を承認する旨宣す

る。既に指名の委員には、それぞれ後ほど会議録に署名を願う。 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員の指名 

平成29年第６回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、鈴木千明委員を指

名する。 

 

報告事項 

諸般の報告については特別に私から申し上げることはなく、各課から報告

の後ご審議いただきたい。 

各課から事務報告を求める。 

 

教育総務課所管の教育総務・学校管理・学校施設に関し、資料に基づき事

務報告する。 

 6/6より第２回市議会定例会が開催されており、13日から15日にかけ一般

質問、16日に教育厚生委員会が行われた。また、23日の市議会最終日には、 

副市長人事についての議案が追加され、7/1から新副市長が就任される予定

となっている。 

 6/28 本日、近藤達之介委員感謝状贈呈式が市長室で行われる。 

 続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。 

 6/5 第１回学校給食会理事会、6/15に学校給食会総会が開催されてい

る。 

 

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。 

教育委員各位におかれては、お忙しい中、連日の学校訪問感謝申し上げ

る。 

6/15 新宮小中学校にて愛媛大学紙産業イノベーションセンターにご協力

いただき公開授業が行われた。 

6/17 市教科等研究会が小・中学校同時開催で実施された。 

続いて、少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。 

6/1 関川地区補導委員会が関川公民館にて開催された。その他、６月中

に各地区の補導委員会が開催されている。 

6/6 四国中央市少年補導委員連絡協議会総会が福祉会館４階多目的ホー

ルにて開催された。 

 

生涯学習課所管の社会教育・社会体育・人権教育に関し、資料に基づき事

務報告する。 

社会教育関係では、6/3に四国中央市連合婦人会レクリエーション＆スポ

ーツ大会が福祉会館４階多目的ホールで開催され、約60名の方が参加され

た。 

6/10 親子ふれあいフェアが伊予三島運動公園体育館で開催され、約420

名の方が参加された。 

6/25 四国中央市ＰＴＡ連合会親睦球技大会が市内３会場で行われ、約

800名の方が参加された。 

人権教育関係では、市内保育園・幼稚園の保育士や先生を対象とした就学

前人権・同和教育研修会を6/13、19、26の３回開催している。 

社会体育関係では、7/20に伊予三島運動公園プールがオープン予定であ

る。 
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文化振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

東委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化振興課所管の文化振興・図書館に関し、資料に基づき事務報告する。 

文化振興関係では、6/3に市文化協会総会を開催している。 

6/9 第107回四国中央ふれあい大学講座「岡田武史講演会」を開催し、

365名の参加があった。 

6/16 第10回書道パフォーマンス甲子園本戦出場校21校を発表している。 

各図書館においては、上映会やおはなし会等、ボランティアグループの協

力をいただき様々な行事を実施している。 

かわのえ高原ふるさと館では、企画展として「幕末川之江村 難渋人救済

の記録」を開催している。 

暁雨館では、かわのえ高原ふるさと館と連携を取り、「幕末川之江村 難渋

人救済の記録」と題して6/21に石川学芸員に講演いただいている。 

 

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。 

 

教育長からのお話にもあったが、５、６月と小・中学校の訪問をさせてい

ただいた。ほぼ全ての学校の取り組みを見させていただいたが、この学校訪

問は私たちにとって非常に重いものである。その感想を報告させていただ

く。４月の教育委員会定例会で、この学校訪問を学力向上のための取り組み

の機会とさせていただきたいことをお伝えした。市内小・中学校において

は、小規模の学校もあれば大規模の学校もある。それぞれ学校の規模に加え

地域、児童生徒の実態も違う。そのような中でいずれの学校も子どもたちに

真摯に向き合い努力されている様子が窺えた。学力向上に向けても市教委が

打ち出しているユニバーサルデザイン化に熱心に取り組んでおり、頭の下が

る思いであった。 

授業づくりについても訪問の際は、周到に準備されていた授業がなされて

いたが、小学生で全教科の授業においてこのように丁寧に行うことは難しい

と思われる。故にその中で如何に労力を軽減して効力を上げるかということ

が大事であると思う。校内においては、全校体制による学力向上の徹底、授

業のフォーマットづくり、ＩＣＴの活用、よいものを継続し引き継げるよう

にすること等、教職員の超過勤務の問題を含め効率的に取り組んで行かなけ

ればならないと感じた。 

市教委主催の研修会等で、よい成果を上げている学校の取り組みを共有す

る必要があると思った。また、学校によっては家庭環境に配慮が必要な子ど

もが多い学校もあるが、家庭学習は非常に重要である。市ＰＴＡ連合会等の

協力も得ながら家庭学習を如何に徹底して行くかの取り組みも必要であると

感じた。 

特別支援教育については、指導に困難をきたしている学校も見受けられ、

特別支援学校分校の必要性を強く感じた。 

私も学校現場を離れ２年になるが、教職員の年齢層が非常に若くなってい

る。これから、益々定年退職者が増える中、校内で若年層の先生方を如何に

育てて行くかも大きな課題である。これは、県教委の取り組みとなるが、先

を見通した教職員、講師の確保のための方策を具体的に行っていただきたい

学校もあった。なにより校舎等の環境面での改善がなされており、以前感じ

ていた地域格差が随分となくなっていた。これは、市教委の取り組みの成果

であると思った。学校訪問の際は、色々と学校側にご負担をお掛けしたが、

よろしくお伝えいただければと思う。 
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教育長 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

近藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

鈴木委員 

 

 

 

指導部長 

 

 

 

 

 

 

鈴木委員 

その他、学校訪問でお気付きの点があれば報告をお願いする。 

 

今回から幼稚園については、全教育委員で訪問することがなくなり、こど

も課の方と訪問するという新しい形となった。私が訪問したのは、新宮幼稚

園と川之江みなみ幼稚園であったが、グランドデザイン等の教育理念をしっ

かりもち園運営がなされていた。気になった点としては、川之江みなみ幼稚

園で20名弱の園児が５、６カ所ほどの小学校に分かれて進学するという話が

出た際に、その辺りのことをこども課の方が全く知らないようだった。幼・

小連携は、非常に大切な要素である。こども課、教育委員会の連携について

改善の必要性を感じた。 

 

毎年思うことだが、学校訪問を通じて色々なことを学ばせていただいてい

る。土居中学校の国語の授業を見させていただいて感じたことだが、ユニバ

ーサルデザイン化を進めている中で、文脈を映像として子どもたちが共有で

きればよりよいと思った。また、先生方の横連携を一層適切に行えるような

仕組みを構築できればよいと感じた。学校運営に関してＰＴＡ、地域の方と

コミュニケーションが十分に取れているか、また、ご理解いただいているか

は気になるところである。ご承知のとおり先生方の長時間勤務の改善は課題

である。教育委員会として、校務支援システム等、先生方の負担を軽減でき

る方法を考えていただきたい。 

 

ここ十年ほどで先生方の意識が目覚ましく変わってきたことを感じる。

「めあて」や「まとめ」、授業の流れが適切に行われており、学力向上に繋

がることを期待できる。こうした形が市内全小・中学校で取られており、市

内で一貫した教育がなされていると感じた。学校訪問で気になったことは、

教職員不足である。学校によっては、先生が一人でも欠けると学校運営が難

しいと思われる所もあった。無論、この件に関しては、県教委に関わること

であり解決は難しいが改善を望む。幼稚園に関しては、こども課、教育委員

会がそれぞれを管轄しており複雑な体制となっている。そのような中、先生

方が少し戸惑いを感じているようだった。 

市教科等研究会にも参加させていただいたが、授業後の協議が以前と比べ

随分と工夫され改善が見られた。 

 

他に意見質問等がないか問う。 

 

 新宮小中学校に関して、これまで小学校の子どもたちを対象とした公開授

業は何回か行われたが、次年度小学校に上がる幼稚園児や保護者を対象とし

た公開授業は行われないのか。 

 

 お見込みのとおり、次年度中学１年生、小学１年生となる子どもたちの募

集を検討中である。現在、新中学１年生については、今月末から夏季期間中

に掛けて説明会を行う予定としている。また、新小学１年生についても秋口

辺りに各幼稚園等を回る予定である。但し、現在のところ新小学１年生を対

象とした公開授業は企画されていない。11月に新宮小中学校の授業公開を行

うが、その際にアナウンスするのがよいかと思う。 

 

新小学１年生の子どもたちや保護者に新宮小中学校のよさを体験いただけ
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教育長 

 

篠原委員 

 

文化振興課長 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

管理部長・指導部

長 

 

教育長 

 

 

 

管理部長 

 

 

教育長 

 

 

文化振興課長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

るものを検討いただければと思う。 

 

他に意見質問等がないか問う。 

 

かわのえ高原ふるさと館は、９月いっぱいで閉館となるのか。 

 

お見込みのとおり、９月いっぱいで閉館となる。仮称ではあるが、博物館

としてオープンするため工事を実施することになる。 

 

他に意見質問等がないか問う。特にない旨確認し、議事に移る。 

 

議事 

 本日の議事は、全て人事案件であるため、議事を非公開とし、後ほど改め

て審議する旨発議し、異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議なしと認め、議案審議を非公開で後ほど行うことを宣する。 

その他の案件に移る。 

 

その他 

「第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁(教育委員会関係分)につい

て」説明を求める。 

 

「第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁(教育委員会関係分)につい

て」資料に基づき説明する。 

 

只今の説明に、意見質問等ないか問う。意見質問等ない旨確認し、続いて

「平成29年度一般会計６月補正予算(教育委員会関係分)について」説明を求

める。 

 

「平成29年度一般会計６月補正予算(教育委員会関係分)について」資料に

基づき説明する。 

 

只今の説明に、意見質問等ないか問う。意見質問等ない旨確認し、続いて

「三角寺奥之院遍路道の史跡指定について」説明を求める。 

 

三角寺奥之院道史跡指定に係る意見具申書提出後の経過について資料に基

づき説明する。 

 

只今の説明に、意見質問等ないか問う。意見質問等ない旨確認し、この他

に報告等ないか問う。 

 

平成29年度新宮地域成人式開催要領について資料に基づき説明する。 

 

その他報告事項等ないか問う。 
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教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 

 

東委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

次回定例会の招集を願う発言。総合教育会議の日程との調整を含めお願い

したい。 

 

次回、教育委員会第７回定例会を総合教育会議終了後の平成29年７月21日

（金曜日）午後２時45分から、本庁５階第１委員会室に召集する。 

なお、総合教育会議での提案事項等あれば後ほどでもよいが意見願う。 

 

市長が市内学校教育に関して将来を含めてどのように考えられているかを

お伺いしたいと思う。 

 

いただいた意見等については、総合教育会議事務局にお伝えする。色々な

意見をこちらからも出し、そのような中からよい方向性が導き出せればよい

のではと考えている。 

この他に公開案件として何かないか問い、特にない旨確認し、議事を非公

開で再開する。非公開審議により傍聴人に退出を求める。 

 

～ 傍聴人は退出（以降の再入場なし）～ 

 

議事 

議案第16号「公民館長の任命について」を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第16号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、現上分公民館長の辞任に伴い、新たな公民館長を任命

するものである。なお、後任の館長の任期は、四国中央市公民館条例第３条

第３項の規定により前任館長の残任期間で、平成29年７月１日から平成30年

３月31日までとする。 

 

只今の議案第16号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、16号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第16号｢公民館長の任命について｣の原案を可決す

る旨宣する。 

続いて、議案第17号｢公民館運営審議会委員の委嘱について｣を上程し、議

案の説明を求める。 

 

議案第17号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、現上分公民館運営審議会委員の辞任に伴い、新たな委

員の委嘱を求めるものである。なお、後任の委員の任期は、四国中央市公民

館条例第５条第２項の規定により前任委員の残任期間で、平成29年７月１日

から平成30年３月31日までとする。 

 

只今の議案第17号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、17号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 
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教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

異議ない旨確認し、議案第17号｢公民館運営審議会委員の委嘱について｣の

原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第18号｢四国中央市スポーツ推進審議会委員の委嘱について｣

を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第18号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、四国中央市スポーツ推進審議会委員の辞任に伴い、委

員を委嘱するものである。委員の任期は、四国中央市スポーツ推進審議会条

例第３条第１項の規定によりその残任期間とし、平成29年６月１日から平成

30年３月31日までとする。 

 

只今の議案第18号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、18号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第18号｢四国中央市スポーツ推進審議会委員の委

嘱について｣の原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第19号｢四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱

について｣を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第19号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、四国中央市少年育成センター運営協議会委員の辞任に

伴い、委員の委嘱を求めるものである。なお、後任委員の任期は、四国中央

市少年育成センター条例第４条第３項の規定により、前任委員の残任期間

で、委嘱の日から平成30年３月31日までとする。 

 

只今の議案第19号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、19号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第19号｢四国中央市少年育成センター運営協議会

委員の委嘱について｣の原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第20号｢四国中央市社会教育委員の委嘱について｣を上程し、

議案の説明を求める。 

 

議案第20号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、団体の役員改選に伴い、委員の変更を求めるものであ

る。なお、委員の任期は、四国中央市社会教育委員条例第３条第１項の規定

により、前任者の残任期間とする。 

 

只今の議案第20号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、20号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 
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教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議ない旨確認し、議案第20号｢四国中央市社会教育委員の委嘱について｣

の原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第21号｢四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱につい

て｣を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第21号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、四国中央市学校給食費滞納審査会委員の任期満了に伴

い、新たに委員を委嘱するものである。委員の任期は、四国中央市学校給食

費滞納審査会要綱第３条第３項の規定により、平成29年７月１日から平成30

年６月30日までの１年とする。 

 

只今の議案第21号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、21号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第21号｢四国中央市学校給食費滞納審査会委員の

委嘱について｣の原案を可決する旨宣する。 

以上で提出された議案の審議等は全て終了したが、その他報告事項等ない

か問う。その他に報告意見等ない旨確認する。 

 

閉会 

 午後16時05分、閉会を宣する。 

 

 

 

 

 

 以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。 

 

 

 

 教育委員会会議録署名人 

 

 

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

   

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

 

              会議録作成者 教育総務課 宮﨑 卓哉 

 


